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【付議】 

１   市長公室長 松永 仁 

２、３ 市民生活部長 村山 修 

４   教育政策部長 北村竜一 

【報告】 

１   総合行政部長 尾﨑誠一 

２   教育政策部長 北村竜一 

議 題 

【付議】 

１ 第６次志木市男女共同参画基本計画の策定について 

 （市長公室） 

２ 第二期志木市空き家等対策計画（素案）に係る意見公募手

続きの実施について（市民生活部） 

３ 志木市災害廃棄物処理計画（素案）に係る意見公募手続き

の実施について（市民生活部） 

４ 志木市生涯学習推進指針（素案）の改定に係る意見公募手

続きの実施について（教育政策部） 



【報告】 

１ ビジネスチャットのトライアル実施について 

（総合行政部） 

２ 「志木市学校施設長寿命化計画」の策定について 

（教育政策部） 

結 果 

【付議】 

１ 了承 

２ 了承 

３ 了承 

４ 了承 

 【報告】 

１ 了解 

２ 了解 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 



開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 第６次志木市男女共同参画基本計画の策定について（市長公室） 

 ○概要説明：市長公室長 

  全ての市民が性別に関わらず互いの人権を尊重し、その個性と能力を十分に

発揮することができる男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に令和３年度から令和

７年度を計画期間とする第６次志木市男女共同参画基本計画を策定するもので

ある。 

【概要】 

  男性の家庭参画の促進や性の多様性についての理解促進など、今日的な課題

を盛り込むとともに、女性活躍推進法に基づく「志木市女性活躍推進計画」、Ｄ

Ｖ防止法に基づく「志木市ＤＶ防止基本計画」なども包含しており、男女共同

参画を推進するための総合計画として位置づけている。 

 ○質疑応答等 

特になし 

 

２ 第二期志木市空き家等対策計画(素案）に係る意見公募手続の実施について 

（市民生活部） 

 ○概要説明：市民生活部長 

  空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、令和３年度から令和７年度

を計画期間とする第二期志木市空き家等対策計画を策定するにあたり、同計画

の政策形成過程における市民参加の機会を確保するため、志木市意見公募手続

き条例に基づき、意見公募を実施するものである。 

  意見公募は以下のとおり行う。 

 【計画の概要】 

  空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に取り組むべき方向性を示した５

年間の計画 

  第二期計画の特徴は３点。１点目は「適正管理」、「利活用」、「予防」の３つ

を基本方針と定め、様々な角度から空き家等対策の取組を強化すること。２点

目は国土交通省が行う「全国版空き家・空き地バンク」制度に登録し、全国規

模で本市の空き家情報を発信すること。３点目は、新たに一般社団法人日本空



家対策協議会と連携するなど関係団体との連携を強化することである。 

【募集期間】 

令和３年１月１３日（水）から令和３年２月１２日（金）まで 

【閲覧場所及び市民意見シート配布場所】 

  市ホームページ、環境推進課、柳瀬川駅前出張所、志木市役所出張所（仮設）、

いろは遊学館、宗岡公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館 

【意見の提出方法】 

  環境推進課へ直接持参、郵送、FAX、メール、市ホームページの電子申請・提

出サービス、市公式 LINE 

 ○質疑応答等 

  特になし 

 

３ 志木市災害廃棄物処理計画（素案）に係る意見公募手続きの実施について 

（市民生活部） 

 ○概要説明：市民生活部長 

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「災害対策基本法」等に基づき、

志木市災害廃棄物処理計画を策定するにあたり、同計画の政策形成過程におけ

る市民参加の機会を確保するため、志木市意見公募手続き条例に基づき、意見

公募を実施するものである。 

  意見公募は以下のとおり行う。 

 【計画の概要】 

  平時の備えから災害発生時における災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理を行う

とともに、適正な処理と再利用を確保するための計画 

 【募集期間】 

令和３年１月１３日（水）から令和３年２月１２日（金）まで 

【閲覧場所及び市民意見シート配布場所】 

  市ホームページ、環境推進課、柳瀬川駅前出張所、志木市役所出張所（仮設）、

いろは遊学館、宗岡公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館 

【意見の提出方法】 

  環境推進課へ直接持参、郵送、FAX、メール、市ホームページの電子申請・提

出サービス、市公式 LINE 

 ○質疑応答等 

  特になし 



 

４ 志木市生涯学習推進指針（素案）の改訂に係る意見公募手続きの実施につい

て（教育政策部） 

○概要説明：教育政策部長 

「いつでも どこでも だれでも 学べるまち」の実現に向け、市民の生涯

学習意欲に応えるとともに、生涯学習関連施策の方向性を示すため、平成 28年

に策定された「志木市生涯学習推進指針」を改訂するものである。 

 【募集期間】 

令和３年１月１３日（水）から令和３年２月１２日（金）まで 

【閲覧場所及び市民意見シート配布場所】 

  市ホームページ、生涯学習課、柳瀬川駅前出張所、志木市役所出張所（仮設）、

いろは遊学館、宗岡公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館 

【意見の提出方法】 

  生涯学習課へ直接持参、郵送、FAX、メール、市ホームページの電子申請・提

出サービス、市公式 LINE 

 ○質疑応答等 

  特になし 

 

【報告】 

１ ビジネスチャットのトライアル実施について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

  職員間の新たなコミュニケーションツールとして、情報系パソコン（ＬＧＷ

ＡＮ）や、スマートフォンなどのインターネット端末にも対応していて、メー

ルよりも簡易なやり取りができる自治体専用のビジネスチャット「ＬｏＧｏ(ロ

ゴ)チャット」のトライアルを実施するものである。 

 （１）実施期間 

    令和３年２月１日から令和３年７月３１日まで 

 （２）費用 

    トライアル期間は無料 

 （３）選定理由 

    ＬＧＷＡＮで使用できる唯一のビジネスチャットのため 

 

２ 「志木市学校施設長寿命化計画」の策定について（教育政策部） 



 

○概要説明：教育政策部長 

  「志木市公共施設等マネジメント戦略」、「志木市公共施設適正配置計画～第

Ⅰ期個別施設計画～」を踏まえ、本市の学校施設については、現有施設を長期 

に渡って使用することによって施設整備に係るコストを総合的に抑制するとと

もに、効率的・効果的に中長期的な視点によるトータルコストの縮減及び予算

の平準化を図ることとし、「志木市学校施設長寿命化計画」を策定したところで

ある。この計画は、長寿命化を図ってきた学校施設をいつまで使い続け、財政

負担を平準化しながら更新するのか具体的な計画を示すものである。 

 

 【計画期間】 

  長期方針：令和２年から令和４１年 

  実施計画：令和２年から令和１１年 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


